
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進及び進捗管理 

１．リスクシナリオ等の重点化 

市民の生命等に関わるものなどの緊急性の高さ，基本目標や事前に備えるべき目標

に対する効果の大きさ，国や県の重点化プログラムや八千代市第５次総合計画との関

係性から，12 のリスクシナリオとそれらに関連する具体的な取組を重点化します。 
 
２．計画の進捗管理と見直し 

計画策定後は，国土強靱化の取組を着実に推進するため，重要業績指標（ＫＰＩ）

等により進捗管理を実施します。【重要業績指標（ＫＰＩ）については次ページ参照】 

計画の見直しは，八千代市総合計画の見直しに併せて行うことを基本とします。た

だし，計画期間中であっても，社会情勢の変化や施策の進捗状況等を踏まえ，必要に

応じて見直しを行うことができるものとします。 

１．策定の趣旨 

国は,平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国

土強靱化基本法（以下「法」という。）」を公布・施行し，平成 26 年６月に「国土強靱化基本計画」

を,千葉県においても，平成 29 年１月に「千葉県国土強靱化地域計画」を策定しました。本市に

おいても，大規模自然災害が起こっても機能不全に陥らない，「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備

えた安全・安心な地域づくりを推進するため，「八千代市国土強靱化地域計画」を策定します。 
 
２．計画の位置づけ 

本計画は，法第 13 条に基づく国土強靱化地域計画であり，国土強靱化に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るために策定します。 

なお，本計画は，国の「国土

強靱化基本計画」や「千葉県国

土強靱化地域計画」との調和を

保ちつつ，また，八千代市第５

次総合計画との整合を図りな

がら，国土強靱化に資する内容

について，市のあらゆる行政計

画の指針となり，分野横断的・

網羅的に取組を整理するため

の計画として位置づけます。 
 
３．計画期間 

計画期間は，令和３年度から令和６年度までの４年間とします。 

第１章 国土強靱化地域計画の概要 

いかなる大規模自然災害が発生しても，「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・

安心な地域の実現に向けて，国土強靱化を推進する上での「基本目標」を次のとおり

設定します。 

いかなる大規模自然災害が発生しようとも， 

Ⅰ．人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ．市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

Ⅲ．市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること 

Ⅳ．迅速な復旧復興に資すること 

国土強靱化を進めるための４つの基本目標をもとに，より具体化し達成すべき目

標として，以下の８つを事前に備えるべき目標として設定します。 

１．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

２．大規模自然災害発生直後から救助・救急，医療活動等が迅速に行われる（それ

がなされない場合の必要な対応を含む） 

３．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

４．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

５．大規模自然災害発生後であっても，経済活動を機能不全に陥らせない 

６．大規模自然災害発生後であっても，生活・経済活動に必要最低限の電気，ガ

ス，上下水道，燃料，交通ネットワーク等を確保するとともに，これらの早期

復旧を図る 

７．制御不能な二次災害を発生させない 

８．大規模自然災害発生後であっても，地域社会・経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する 

第２章 計画の基本的な考え方 

基本 

目標 

事前に 

備える 

べき 

目標 

八千代市国土強靱化地域計画（令和３年３月）【概要版】 

【計画の進捗管理と見直しのプロセス】 

調和 

<国> 
国土強靱化 
基本計画 

<県> 
国土強靱化 
地域計画 

八千代市 
国土強靱化 
地域計画 

（令和３年３月） 

八千代市第５次総合計画 
（基本構想・基本計画・実施計画） 

（令和３年３月） 

国土強靱化に資する 
内容について整合 

調和 

個別 
計画 

調和 

第３章 脆弱性の分析・評価 

１．自然災害の想定 

本市におけるリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）を設定するにあたり，「八千代市地域防災計画」における被害想

定を踏まえた自然災害を想定します。 
 
２．リスクシナリオの設定 

想定した自然災害を踏まえて，８つの「事前に備えるべき目標」対し，23 の「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」

を設定します。【リスクシナリオについては次ページ参照】 
 
３．施策分野の設定 

国土強靱化に取り組むべき施策については，八千代市第５次総合計画における施策体系を基本に，以下の８つの施策分野を設

定します。 

 

 

 

 

 

 
 
４．脆弱性の分析・評価の取りまとめ 

脆弱性の分析・評価の結果を取りまとめると，以下のようになります。 

●情報提供・普及啓発  ●地域の強靱化を進めるための整備  ●計画に基づく適切な維持管理等 

●災害時の体制構築  ●設備・資機材等の整備・充実  ●地域コミュニティ等の維持・向上 
 
５．対応の方向性 

今後の対応として，以下の視点からの対策が必要です。 

●ハード整備とソフト対策の適切な組み合わせによる効果的な取り組みの推進 

●代替性や冗長性等の確保 

●市民，民間事業者等との連携 

 

Ａ 

健康福祉 

 

Ｂ Ｃ 

暮らし 

（市民生活，

防犯） 

Ｄ Ｅ 

上下水道 

Ｆ 

都市基盤 

（都市 ，住

宅，道路等） 

Ｇ 

環境 

（環境共生，循

環型社会等） 

Ｈ 

産業 

（農業，商工

業等） 

 
地域コミュニティ，情報提供，地域づくり，多様性，行政経営等【横断的分野】 

第４章 推進方針 

脆弱性の分析・評価の結果やその取りまとめ結果,今後の対応の方向性を踏まえ，リスクシナリオを回避し，４つの基本目標及び

８つの事前に備えるべき目標を達成するため，推進方策と具体的な取組を整理します。【推進方策については次ページ参照】 

取組の 
見直・改善 

Plan 

Do 

Check 

結果の評価 
（進捗管理） 

計画的に 
実施 

計画の策定 

Action 



リスクシナリオごとの推進方策と重要業績指標（ＫＰＩ） 
 

事前に備える 
べき目標 

リスクシナリオ 推進方策 重要業績指標（ＫＰＩ） 

1 大規模自然災害が発生し
たときでも人命の保護が最
大限図られる 

1-1 
【地震】住宅・建築物などの倒壊による多数の死傷者の
発生 

地震対策の推進，住宅の耐震化，建築物の耐震化，ブロック塀
等の撤去，無電柱化の推進，避難路の確保 

●住宅の耐震化率【94.5％（H30）➡おおむね解消】 
●庁舎の耐震安全性【Is値0.21（R1）➡耐震安全性の分類Ⅰ類（Is値換算0.9以上）（R6）】 
●危険コンクリートブロック塀等撤去費補助件数【18件（R1）➡25件/年（R6）】 
●都市計画道路の整備延長【45,562ｍ（R1）➡46,757ｍ（R6）】 

1-2 【火災】大規模火災による多数の死傷者の発生 市街地の整備，火災予防の推進 ●都市計画道路の整備延長〈再掲〉【45,562ｍ（R1）➡46,757ｍ（R6）】 

1-3 
【洪水等】異常気象等による広域かつ長期的な市街地の
浸水等による多数の死傷者の発生 

洪水，浸水，内水対策，排水施設の対策，土砂災害・宅地造成
等への対応 

●雨水整備率【43.3％（R1）➡43.5％（R6）】 
●急傾斜地崩壊対策整備率【91.4％（R1）➡93.9％（R6）】 

2 大規模自然災害発生直後
から救助・救急，医療活動等
が迅速に行われる（それがな
されない場合の必要な対応
を含む） 

2-1 
【物資】被災地での食料・飲料水・電力・燃料等，生命に
関わる物資・エネルギー供給の長期停止 

食料等備蓄，供給支援体制構築・災害時協定，道路インフラ等
の整備 

●市内小売業者等との協定締結数【60件（R1）➡増加（R6）】 

2-2 
【救助・救急】消防等の被災等による救急・救助活動等
の絶対的不足，エネルギー供給の途絶による活動の停止 

消防力の強化，消防団の強化，受援体制の整備 ●防火水槽数（公設）【449基（R1）➡461基（R6）】 

2-3 
【医療】医療施設及び関係者の絶対的不足・被災，支援
ルートの途絶，エネルギー供給の途絶による医療機能の
麻痺 

病院の事業継続体制の構築・連携強化，災害拠点病院等にお
けるエネルギー供給確保（非常用電源等） 

 

2-4 
【帰宅困難・避難所】想定を超える大量かつ長期の避難
生活や帰宅困難者の発生 

帰宅困難者対策，外国人対応，避難所の充実，福祉避難所等要
配慮者対策 

 

2-5 
【衛生管理】被災地における疫病・感染症等の大規模発
生 

予防接種の実施等，避難所における衛生管理，広域火葬体制
の構築 

●校舎及び体育館のトイレの乾式化率【64.0％（R1）➡75.0％（R6）】 

3 大規模自然災害発生直後
から必要不可欠な行政機能
は確保する 

3-1 
【防犯】被災による現地の警察機能の大幅な低下による
治安の悪化 

防犯対策  

3-2 
【行政機能】行政機関の職員・施設等の被災による機能
の大幅な低下 

行政機能の継続，行政連携の強化 
●庁舎の耐震安全性〈再掲〉【Is値0.21（R1）➡耐震安全性の分類Ⅰ類（Is値換算0.9

以上）（R6）】 

4 大規模自然災害発生直後
から必要不可欠な情報通信
機能は確保する 

4-1 【情報通信】通信インフラの麻痺・機能停止 情報通信機能の強化，情報伝達手段の確保 
●防災行政無線（固定系）のデジタル化率【50.4％（R1）➡100.0％（R6）】 
●やちよ情報メール（防災情報）の登録者数【16,142件（R1）➡23,500件（R6）】 

5 大規模自然災害発生後で
あっても，経済活動を機能不
全に陥らせない 

5-1 
【事業継続】災害の影響により企業等の事業活動が停滞
する事態 

民間企業におけるＢＣＰ策定の促進  

5-2 【食料】食料等の安定供給の停滞 農地の保全  

6 大規模自然災害発生後で
あっても，生活・経済活動に
必要最低限の電気，ガス，上
下水道，燃料，交通ネットワ
ーク等を確保するとともに，
これらの早急復旧を図る 

6-1 
【エネルギー】電力，都市ガス，燃料など供給サプライ
チェーンの機能停止 

供給事業者の災害対応力強化，供給事業者との連携強化  

6-2 【上水道】上水道の長期間にわたる機能停止 上水道ＢＣＰ，上水道施設の強化，応急給水の体制整備 ●市内全域の水道管路における耐震化率【59.3％（R1）➡64.5％（R6）】 

6-3 【汚水処理】汚水処理施設の長期間にわたる機能停止 
下水道ＢＣＰ，下水道施設の強化，合併浄化槽整備，合併浄化
槽の管理 

●汚水管渠（幹線及び重要路線）の点検・調査実施率【0.0％（R1）➡100.0％（R6）】 
●汚水管渠（幹線及び重要路線）の改築実施率【0.0％（R1）➡100.0％（R6）】 

6-4 【交通】地域交通ネットワークが分断する事態 
道路ネットワークの形成，緊急時における交通への対応，鉄
道施設の耐震化等 

●都市計画道路の整備延長〈再掲〉【45,562ｍ（R1）➡46,757ｍ（R6）】 

7 制御不能な二次災害を発
生させない 7-1 【市街地・緑地】市街地での大規模火災の発生 

公園・緑地等の確保による延焼防止，延焼遮断帯の形成によ
る延焼防止 

●都市公園の面積【951,100㎡（R1）➡1,020,000㎡（R6）】 
●都市計画道路の整備延長〈再掲〉【45,562ｍ（R1）➡46,757ｍ（R6）】 

7-2 
【沿道】沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害・交
通麻痺 

沿道建築物の耐震化  

7-3 
【危険物・有害物質】危険物・有害物質の大規模拡散・
流出 

危険物・有害物質の把握等，危険物・有害物質施設の対応  

8 大規模自然災害発生後で
あっても，地域社会・経済が
迅速に再建・回復できる条件
を整備する 

8-1 
【災害廃棄物】大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞
による復旧・復興が大幅に遅れる事態 

災害廃棄物処理計画の策定，災害廃棄物への対応，一般廃棄
物への対応 

 

8-2 
【都市基盤】都市基盤インフラの崩壊等による復旧・復
興が大幅に遅れる事態 

関係機関との連携強化，地籍調査の推進  

8-3 
【地域】地域コミュニティの崩壊等による復旧・復興が
大幅に遅れる事態 

生活再建に向けた取組，住まいの確保，地域防災力の向上，文
化財に係る防災対策の推進 

 

脆弱性の分析・評価結果に基づきまとめたリスクシナリオごとの推進方策等及び重点化するリスクシナリオに係る重要業績指標（ＫＰＩ） 

■重点化するリスクシナリオは   で示す箇所。 ■推進方策のうち太字下線で示す方策は重要業績指標（ＫＰＩ）に係るもの。 


